
令和 8 年 2 月

山 口 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

後期高齢者医療制度の最近の動向について

[資料４]
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（単位：円）

令和8年8月から 令和8年8月から

現行の

年収区分

現行の

月額上限
月額上限 年収区分 月額上限 年間上限

約1650万～ 約34万2000
約1410万～ 約30万3000
約1160万～ 約27万
約1040万～ 約20万9000
約950万～ 約19万4000
約770万～ 約17万9000
約650万～ 約11万
約510万～ 約9万8000
約370万～ 約8万6000
約260万～ 6万9600
約200万～ 6万5400
～約200万 6万1500  53万※

住民税非課税

(70歳未満)
3万5400 3万6900

住民税非課税

(70歳以上)
2万4600 2万5700

一定所得以上

(70歳以上)
1万5000 1万5700 18万

※年収区分が約200万未満が確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

168万

111万

53万

29万

約1160万

～約770万

約770万

～約370万

～約370万

約16万7000

約8万

5万7600

令和9年8月から

約1160万～ 約27万

約17万9000

約8万6000

6万1500

約25万3000
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